
Ryukoku University

留学生対象生活ガイダンス

【説明内容】
在留資格関係・学費減免・奨学金・大学生活・区役所での手続き等

【対象者】

・留学生入試で入学した留学生（3年次編転入・大学院生も含む）
・留学生入試以外の入試種別で入学したが在留資格「留学」の学生

【お知らせ】

留学生入試以外の入試種別で入学した在留資格「留学」の方は速やかに
（できるだけ入学前に）各学部教務課に申し出てください。
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説明内容
①大学への提出書類（学部教務課に締切日を確認）p.3

②出入国在留管理局への届出（入学から2週間以内）p.4-7

③在留資格・再入国（在留カード、在留資格種類、在留期間更新、再入国） p.8-16

④アルバイト（資格外活動） p.17-19

⑤住所届出・国民健康保険・国民年金（区役所での手続き） p.20-22

⑥学費減免(申請必要）・留学生対象奨学金p.23-27

⑦在留・在籍確認（毎学期初めに報告が必要）p.28

⑧大学生活（住所変更・通学定期・各学部教務課問合せ先など） p.29-37

⑨日本での日常生活（自転車ルール・災害時など） p.38-40
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大学への提出書類

・提出期限及び提出方法は各学部教務課に確認してください
①在留カードの両面コピー
②パスポートのコピー（顔写真のあるページ）
③国民健康保険証のコピー
④緊急連絡先届
⑤住所変更届
（入学手続時に登録した住所から変更がある方のみ提出）
⑥学費減免申請資料※

※⑥学費減免申請は必ず、記入例を参考して書いてください。
※学部により提出書類が異なる場合があるので、各学部教務課に確認をお願いします。

全員提出 提出先：各学部教務課
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出入国在留管理局への届出
全員提出

【提出書類】

・活動機関に関する届出
・在留カードコピー

【提出期限】
入学から2週間以内 厳守
■ 4月入学：4月14日まで ■ 9月入学：9月末まで

※参考サイト：出入国在留管理庁 電子届出システム (moj.go.jp)
※様式： 930002913.pdf (moj.go.jp)

提出先：各自→入管

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer
https://www.moj.go.jp/isa/content/930002913.pdf
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活動機関に関する届出
「活動機関に関する届出」って何？

留学生の活動機関（学校）が変更や卒業になったときに出入国在留管理局
に届け出する必要があります。※日本語学校→大学へ進学した場合
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提出書類 →出入国在留管理局
全員提出

【提出方法】

①オンラインによる提出（おすすめ）
電子届出システムを利用して、届出ができます。

②郵送による提出：
・活動機関に関する届出
・在留カードコピー

＜郵送先＞ 〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6-1四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
※封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載してください。

電子届出↓

提出先：各自→入管
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活動機関に関する届出（入学から2週間までに提出完了必要）

オンライン提出方法

①QRコードを読み取る

↑ボタンをクリック

②ユーザー登録・ログイン

③自分の情報と届出情報を入力

龍谷大学 法人番号:1130005004288
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在留カード
■外出するときは、パスポート代わりに
必ず持ち歩くようにしてください。

■他人に貸出したり、紛失したりしないよう

気をつけてください。

■引っ越したら、すぐ自治体と教務課へ連絡し、

手続きをしてください。

■紛失した場合、14日以内に警察へ行き、
証明書をもらって出入国在留管理局で再発行
してください。
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在留資格の種類
■ 在留資格の種類

「留学」→ 教育機関において教育を受ける活動を行う方（留学生）

「留学」以外→ 在学には問題ありません

（就労関係、家族滞在、永住者、定住者など）

※在留資格「留学」以外の場合は学費減免・奨学金推薦の対象に
ならないので、十分ご留意ください。

※必要に応じて、在留資格「留学」への変更も可能です。
※在留資格の変更を希望するまたは変更した場合は速やかに各学部教務課

に申出てください。



10© RYUKOKU UNIVERSITY  All Rights Reserved.

在留期間の更新
■ 在留期間の更新

在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能。
更新時期が近付いたら、各学部教務課の担当者まで相談してください。

各自で出入国在留管理局にて手続を行ってください。在留期間の更新が
できましたら、新しい在留カードが交付されます。1週間以内に新しい
在留カードの両面コピーを担当者に提出をお願いします。
※データでの提出も可能！

更新手続せず、在留期限を越えた場合は不法滞在とみなされ、強制退去の
対象となります。長期休暇中の更新を忘れないよう十分ご留意ください。
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在留期間更新時の注意事項

・在留資格「留学」は日本で勉強することを目的とする在留資格です。

・基本的に４年間で卒業する必要があります。（修士課程は2年間）

・修了年限の４年を超えて在学する場合は、在留期間の延長が認められ
ない場合があります。

・慎重に計画を立てて、履修登録や学習を進めてください。
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在留期間更新の必要書類
①在留期間更新許可申請書（申請人記入3枚＋大学発行2枚）
「所属機関作成用1・2」は大学で発行しますので、各学部教務課に申し出てください。
②在学証明書
③成績証明書

※新入生の場合は前の学校の成績証明書、出席状況証明書が必要
④パスポート
⑤在留カード
⑥手数料4,000円（収入印紙） ※結果通知後に必要、郵便局で購入

※審査の過程で上記以外の書類の提出が求められることもあるので、出入国在留管理局の指示に
従ってください） 例） 日本語学校の出席状況証明書、送金証明書、貯金通帳の写し

アルバイトの給与明細 、アルバイトのシフト表 等
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出入国在留管理局（土・日曜日、休日を除く）

京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12 
9：00-12：00 13：00-16：00

075-752-5997

大阪出入国在留管理局 京都出張所 大津出張所

滋賀県大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階
9：00-12：00 13：00-16：00

077-511-423
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みなし再入国許可
■日本から出国し、1年以内（在留期間満了日まで1年未満の場合は満了日までに）

日本に再入国する場合、再入国許可を事前に申請する必要がありません。この制度を
「みなし再入国許可」といいます。

みなし再入国許可により出国した場合は、出国後1年以内（在留期間満了日ま
で1年未満の場合は満了日までに）再入国しない場合、在留資格が失効になり
ますので、注意して下さい。

■出国する際に在留カードの提示、みなし再入国許可制度による出国の意思表示が
必要です。必ず、「再入国出国記録」に記入するようお願いします。

■帰国や海外旅行する場合は事前に各学部教務課に届出する必要があります。
「帰国・旅行届」様式について各学部教務課にて確認をお願いします。
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再入国出国記録カード
出国する際に、必ず在留カードを提示するとともに、再入国出国用
ＥＤカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄に「✓」（チェック）
してください。
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再入国の注意事項
再入国の水際対策が随時更新されるため、再入国する際に
必ず、以下の情報を確認した上で再入国してください。

・水際対策｜厚生労働省｜日本政府 (mhlw.go.jp)

・ファストトラックの利用 など

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
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アルバイト（資格外活動）
■ アルバイトをする場合は事前に資格外活動許可を申請しなければなりません。
申請は各自で入国管理局で行ってください。資格外活動許可の有効期限は在
留期限と同じなので、在留期間の更新手続に合わせて申請するのを推奨します。

資格外活動許可申請書（入管にて申請）
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アルバイト（資格外活動）
■ 許可されるアルバイトの時間数
【授業期間】 １週間２８時間以内
【長期休暇期間】 １日８時間以内

■ アルバイト先が決まっていなくても申請できます。

2つ以上のアルバイトをする場合は合算して28時間以内

制限時間及び活動内容に違反した場合は退去強制の対象になります。
今後の在留期間の更新には悪い影響が生じますので、必ず制限時間を守ってください。

働いてはいけない業種
キャバレー、クラブ、バー、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店、
ゲームセンター、風俗店等
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出入国在留管理庁メール配信サービス
出入国在留管理庁からの重要なお知らせを随時配信して
います。是非ご活用ください。

＜配信内容＞

・日本の空港等における出入国に関する情報

・在留資格の手続きや在留資格別の情報

・生活支援や新型コロナウイルス感染症等に関する情報

・各地域向けイベントや各地域の自然災害に関する情報

・特定技能に関する在留資格情報 など

詳細や登録方法はこちらから↓↓↓

http://www.moj.go.jp/isa/about/pr/mail-service.html
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住所の届出（区役所での手続き①）
 引っ越して14日以内に、住む場所の区役所で届出が必要

【必要なもの】
①在留カード
②パスポート（日本に初めて来た人のみ）
③学生証（ある場合）
④転出証明書（日本の他都市から引っ越してきた人のみ）
⑤マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード（ある場合）

住民登録が完了すると、「住民票の写し」をもらえるようになり、
行政サービスが受けられます。（国民健康保険・国民年金など）
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国民健康保険（区役所での手続き②）
 日本に３ヶ月以上住む人は、必ず国民健康保険に加入必要

 保険料：留学生は毎月1,600円程度

 国民健康保険に入ると「保険証」がもらえる

 病院に行く時は窓口で「保険証」を必ず見せる
支払う金額は治療費の30％

■ マイナンバーカードと「保険証」が連携して使用
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国民年金（区役所での手続き③）

 国民年金加入
日本に住んでいる20歳から59歳の人は入らないといけません。
働けなくなった時の生活を、働いている人が支えようという
考えで作られた仕組みです。

 「学生納付特例」制度あり
学生の間は国民年金保険料を納めなくてもよい制度
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学費減免制度（学費援助奨学金）
 学費減免 （1年生のみ 1学期125,000円、年額250,000円減免）

【資格】 ①在留資格「留学」の正規留学生
②私費留学生
③休学中でない学生
④成績基準を満たした学生（平均に12単位以上/学期 修得）
⑤経済的に困っている学生（毎月の仕送り額は９万円未満）

【申請時期】 前期 4月 後期 9月
【提出方法・締切日】 各学部教務課に確認してください

この申請をしない場合は、全額の学費が請求されます。
学期途中で退学される場合は学費減免の対象外になり、減免された分の追加徴収を行います。
後期の提出方法について各学部教務課に確認してください。
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学費減免申請書類の書き方
【提出書類】学費減免申請書類一式

記入例

仕送額は9万円を超
えると学費減免が
できません。
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学費減免申請書類の書き方
記入例

個人情報

在籍状況

在留期限

奨学金
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学費減免申請書類の書き方
記入例

収入≥支出



27© RYUKOKU UNIVERSITY  All Rights Reserved.

奨学金
 奨学金の応募方法

【自己応募型】（所管部署：学生部）
応募条件を満たしたかどうかを各自で確認して、応募する奨学金
 三菱商事、ロータリー、加藤朝雄国際奨学財団など

【学部・研究科推薦型】（所管部署：各学部教務課）
前年度の成績、修得単位数及び日本語能力に基づき、推薦する奨学金（推薦時期：4～5月頃、11月頃）

①私費留学生学習奨励費〈学部・研究科〉 月額48,000円 １年または半年
②外国人留学生特別奨学金〈学部2年次以上〉年額 400,000円、200,000円

〈研究科〉 年額 授業料相当額

※奨学金の募集内容は今後変更する可能性があります。
※奨学金の対象は2年生以上で在留資格は「留学」の私費留学生。（学部・研究科により、1年生から推薦対象になる場

合があります。詳細について、各学部教務課にてご確認をお願いします）
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在学の4年間は毎学期のはじめに在留・在籍確認を行います。学部から案内しま
すので、ポータルサイト等より確認してください。

①在留資格・在留期間・資格外活動許可の確認
②修得単位数・未修得単位数・修学計画

【提出書類】
■1年生 学費減免申請書類一式

■2年生～4年生 ・在学・在留状況・奨学金状況調査書
・生活状況調査
・在留カード両面コピー

※学期途中で在留資格が変更された場合は速やかに教務課に報告をお願いします。

在留・在籍確認

・申請書
・在学・在留状況・奨学金状況調査書
・生活状況調査
・在留カート両面コピー
・パスポートコピー
・保険証コピー
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住所変更
■ 本人、保証人、学費請求先の住所に変更があった場合、以下の手続が必要です。

① →自治体（区役所） 住所変更手続（在留カードを持参）
② →各学部教務課 「住所変更届出用紙」を提出
③ →郵便局 住所変更手続（住所変更記載後の在留カード）

住所変更届出用紙
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通学定期券/学割証

■ 通学定期
居住地に最も近い駅から大学所属キャンパス

までの最短経路に限り、購入可能
※アルバイト、課外活動等の理由によって

通学定期券は購入できません。

 学割証
片道101km以上の区間を乗車乗船する際、

運賃の20%が 割引できる制度があります。
学内の証明書発行機から発行可能

学生証裏面
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大学生活
■ 授業時間

 学校からの連絡方法（奨学金・学費減免・日本語科目・緊急呼出等）
①ポータルサイト ②manabaコース ③メール ④電話

※ 学籍番号のメールアドレス U242XXX@mail.ryukoku.ac.jp（Gmail）
※ Gmailは受信できない場合、 合わせて受信できるメールアドレスも登録してください。
※   定期的に確認し、自身に関係のあるお知らせが出ていないか確認してください。
※   メールを送信する際、必ず件名に「学籍番号・氏名」を記載してください。
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大学生活
 氏名表記

各種証明書、卒業証書は学校に登録している氏名で発行します。
証明書発行時の氏名変更はできません。

 注意事項
こまめに、ポータルサイト（お知らせやアンケート）、manabaコースやメールをチェックすること。
住所・電話番号・メールアドレスを変更した場合、速やかに各学部教務課まで知らせること。

 マナー
約束時間に遅れそうになった場合、事前に連絡すること。
電話やメールをする際、名乗り（学籍番号、名前）すること。
手続や質問がある場合、自分で各学部教務課まで相談に来ること。
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大学生活
大宮キャンパス

・心理学部（3・4年生）

・文学部（3・4年生）

・大学院（文学・実践真宗学研究科）
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大学生活
深草キャンパス
・心理学部（1・2年生）
・文学部（1・2年生）
・経済学部
・経営学部
・法学部
・政策学部
・国際学部
・短期大学部
・大学院

（法学・経済学・経営学・政策学・国際学研究科）

紫英館（教務課）
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大学生活
瀬田キャンパス

・社会学部
・農学部
・先端理工学部
・大学院

（社会学・理工学・農学研究科）
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大学生活
 お問い合わせ｜龍谷大学 You, Unlimited (ryukoku.ac.jp)

心理学部教務課

https://www.ryukoku.ac.jp/reference/index.html
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お問い合せ先

 各学部教務課（履修・奨学金）

 グローバル教育推進センター＜R-Globe＞（生活相談）

【開室】平日 9:00～17:00（ただし、火曜日は10：45開室）

＜※授業期間外 11:45～12:45は昼休みのため閉室＞

【閉室】土・日/祝日

龍谷大学での充実した楽しい大学生活を送りましょう♪
皆さんの留学生活をサポート＆応援します♡
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日常生活【自転車のルール・マナー】
 車道の左側を走る

 ヘルメットを着用する(2023年4月から義務化）

 夜はライトをつける

 イヤホンやスマートフォンを使いながらの運転は禁止

 駐輪する時は、必ずカギをかける

 「防犯登録」は義務です！

 自転車は駐輪場に停めてください。道路に自転車を止めると、

撤去されます。返還には3,500円と身分証明書が必要です。
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日常生活【自転車保険義務化】
2018年4月1日から自転車保険は義務化され

ました。自転車を利用する方はすべて対象になり
ます。

※大学の総合保険に加入していない場合は、生協に相談してく
ださい。
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日常生活【災害に備えて】
 防災（地震・台風・洪水など）

★もし災害が起こったら・・・ガス等を切って安全な場所に移動

★「非常用持ち出し袋」があれば便利

 天気予報やテレビ等のニュースに注意

 避難場所、避難経路等を確認しておく

＜京都市避難所/広域避難場所Map＞
☛
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